
脱
脂
粉
乳

加
工
業
者

買
受
年
月
日
、
買
受
先
の
地
方
農

政
局
等
の
名
称
、
買
受
数
量
、
買

受
金
額
、
買
受
単
価
並
び
に
当
該

輸
入
飼
料
を
原
料
又
は
材
料
の
一

部
と
し
て
生
産
し
た
飼
料
の
種

類
、
種
類
別
生
産
量
、
当
該
輸
入

飼
料
の
使
用
割
合
及
び
使
用
し
た

そ
の
他
の
原
料
又
は
材
料
名

脱
脂
粉
乳

加
工
業
者

買
受
年
月
日
、
買
受
先
の
地
方
農

政
局
等
の
名
称
、
買
受
数
量
、
買

受
金
額
、
買
受
単
価
並
び
に
当
該

輸
入
飼
料
を
原
料
又
は
材
料
の
一

部
と
し
て
生
産
し
た
飼
料
の
種

類
、
種
類
別
生
産
量
、
当
該
輸
入

飼
料
の
使
用
割
合
及
び
使
用
し
た

そ
の
他
の
原
料
又
は
材
料
名

販
売
業
者

買
受
年
月
日
、
買
受
先
の
地
方
農

政
局
等
の
名
称
、
買
受
数
量
、
買

受
金
額
、
買
受
単
価
、
譲
渡
先
、

譲
渡
年
月
日
、譲
渡
先
別
の
数
量
、

単
価
及
び
金
額
並
び
に
当
該
輸
入

飼
料
を
原
料
又
は
材
料
の
一
部
と

し
て
譲
渡
先
が
生
産
す
る
飼
料
の

種
類
、
当
該
輸
入
飼
料
の
使
用
割

合
及
び
使
用
す
る
そ
の
他
の
原
料

又
は
材
料
名

販
売
業
者

買
受
年
月
日
、
買
受
先
の
地
方
農

政
局
等
の
名
称
、
買
受
数
量
、
買

受
金
額
、
買
受
単
価
、
譲
渡
先
、

譲
渡
年
月
日
、譲
渡
先
別
の
数
量
、

単
価
及
び
金
額
並
び
に
当
該
輸
入

飼
料
を
原
料
又
は
材
料
の
一
部
と

し
て
譲
渡
先
が
生
産
す
る
飼
料
の

種
類
、
当
該
輸
入
飼
料
の
使
用
割

合
及
び
使
用
す
る
そ
の
他
の
原
料

又
は
材
料
名

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
七
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
市
場
へ
の
出
荷
の
管
理
）

（
市
場
へ
の
出
荷
の
管
理
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
製
造
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
製
造
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

製
造
業
者
が
行
う
市
場
へ
の
出
荷
に
係
る
業
務
に
関
し
、
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
医
療
機
器
品
質
保

証
責
任
者
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

三

製
造
業
者
が
行
う
市
場
へ
の
出
荷
に
係
る
業
務
に
関
し
、
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
医
療
機
器
品
質
保

証
責
任
者
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
製
造
業
者
に
対
し
て
イ
の
措
置
の
実
施
結
果
の
報
告
を
求
め
、
そ
の
報
告
を
適
正
に
評
価
し
、
必

要
に
応
じ
て
そ
の
製
造
所
の
改
善
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
に
関
す
る
記
録
を
作
成
す

る
こ
と
。

ロ

当
該
製
造
業
者
に
対
し
て
イ
の
措
置
の
実
施
結
果
の
報
告
を
求
め
、
そ
の
報
告
を
適
正
に
評
価
し
、
必

要
に
応
じ
て
そ
の
製
造
所
を
実
地
に
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
に
関
す
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 
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